
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 序章 計画の策定にあたって 

1 立地適正化計画の役割等      （Ｐ２） 

 

２ 宇都宮市の現況・動向と特性    （Ｐ６） 
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１ 都市づくりの理念       （Ｐ２３） 

第１章 立地適正化に関する基本的な方針 

上位計画や都市づくりの課題を踏まえ， 

 

 

 

を目指す。

『便利で暮らしやすく 
１００年先も持続的に発展できるまち， 

ネットワーク型コンパクトシティの実現』  

（２）拠点の配置 
都市の成り立ちを踏まえ，中心部に『都市拠点』，各地域に『地域 

拠点』を配置し，地域特性に応じた機能や居住を誘導・集約 

１）都市拠点 

高次で多様な機能を備えた拠点として，都市の活力や競争力をけん

引し中枢性や広域性を備えた中心市街地に配置・形成 
※都市拠点圏域 

   都市拠点と強い関連を持ち連担する地域を『都市拠点圏域』として 
位置付け，都市拠点と役割分担を図り日常生活に必要な機能を備える。

２）地域拠点  

地域の成り立ちや歴史的なつながり・一体性などを踏まえ，旧町村

の単位を基本に配置(14 か所)し地域特性に応じた身近な機能を集積 

（３）都市の骨格となる交通軸の設定 

基幹・幹線公共交通と 3 環状 12 放射を軸とした道路を「交通軸」

として位置付け，都市拠点とその他の拠点間の連携を強化 

１）基幹公共交通（鉄道・軌道） 

【南北方向】ＪＲ宇都宮線，東武宇都宮線 

【東西方向】「LRT」を東西基幹公共交通として導入 

２）幹線公共交通（路線バス） 

    基幹公共交通と連携し，都市拠点と各拠点間などを結ぶ主要な

バス路線 

（１）基本的な考え方 
    都心部と，環状・放射道路で結ばれた周辺の地域からなる都市の 

成り立ちを踏まえ， 

 

 

 

 

 

 
 

郊外に広がる自然環境との調和を図りながら，市民生活に必要な機能

の充足と，都市としての価値・活力を高められる都市空間の姿である 

『ネットワーク型コンパクトシティ』の形成を目指す。 

一極集中ではなく，都心部と各地域に拠点を配置 

過度な自動車依存を転換し骨格交通網から身近な交通網まで 

階層性を持った交通網による拠点間の連携・補完 

（１） 策定の趣旨・目的 
社会情勢の変化に対応し，持続的に発展するための 

『ネットワーク型コンパクトシティ』を具現化するため， 
居住や都市機能の立地誘導に係る取組を位置付け推進する。 

 

（２） 計画の役割 
・コンパクトシティ形成に向けた仕組みの構築 
・都市計画と関連分野が連携した施策の推進 
・誘導策の事前明示 

 

（３） 計画の位置付け 
・都市再生特別措置法に基づき，コンパクトシティを 

実現するための「都市計画マスタープラン」の一部 
・「総合計画」，「都市計画区域マスタープラン」に即す 
・『ネットワーク型コンパクトシティ』の具現化を推進 

 

（４） 目標年次 
   概ね 20 年先を展望する（更に 2050 年も見据える） 
 

（５） 計画の範囲 
   宇都宮市全域（誘導区域の設定の対象は市街化区域） 
 

（６） 計画の構成 
  ・序 章 計画の策定にあたって 
  ・第１章 立地適正化に関する基本的な方針 
  ・第２章 都市機能誘導に関する事項（誘導区域は H28） 
  ・第３章 居住誘導に関する事項（誘導区域は H30） 
  ・第４章 計画の推進に関する事項 
 

「（仮称）宇都宮市立地適正化計画」（素案）【概要版】 

３ 都市づくりの課題         （Ｐ２２） 

  都市づくりの理念・目標を踏まえ，都市の骨格構造を構成する「拠点」

と「交通軸」により示す。 

『ネットワーク型コンパクトシティ』実現のための要素である，「都

市機能」，「居住」，「公共交通」，「自然環境との調和」，「都市の持続可

能性」の観点から設定 
 

別紙１-１ 

 

（１）総人口と人口の構成 

（２）市街地の変遷 

（３）土地利用動向 

（４）低未利用地と空き家 

（５）公共交通 

（６）中心市街地 

（７）公共施設・インフラ等 

（８）市民意識 

２ 都市づくりの目標       （Ｐ２４） 

３ 将来都市構造         （Ｐ２５） 

６ 計画フレーム               （Ｐ３８） 

 

 

 

将来の都市構造を踏まえ，既存の生活利便機能や都市基盤などのスト

ック活用を基本としながら，拠点や公共交通沿線，田園・集落などの地

域特性に応じた，多様な暮らし方が選択できる居住地を維持・形成 
 

①都心部居住地域      ④公共交通軸沿線型居住地域 

②都心部周辺居住地域    ⑤郊外住宅地型居住地域 

③地域拠点型居住地域    ⑥田園・集落型居住地域 

（１）都市や地域の拠点に地域特性に応じた都市機能が集積した都市 

（２）高い利便性が得られる拠点や公共交通沿線などに居住が集約 

した都市 

（３）公共交通などにより安全・快適で自由に移動できる都市 

（４）農地や森林などの緑豊かな自然環境と市街地が調和した都市 

（５）持続可能で効率的な都市運営が実現する都市 

「形成ビジョン」で示す人口見通し（2050 年に約 45 万人）を基本
に，「人口ビジョン」の将来展望（2050 年に 50 万人台確保）を踏まえ
ながら，居住を誘導するエリアにおいて一定の人口密度を維持・確保 

 
【高密度居住】 

都心部や都心部周辺に，土地の高度利用を誘導し機能集積を図りなが
ら中高層主体の居住地を形成（目標：概ね 60 人/ha 以上） 

【中高密度居住】 
市街化区域の地域拠点や公共交通沿線に，地域特性に応じ生活利便機

能や中低層住宅の誘導による居住地を形成（目標：概ね 50～60 人/ha）
【低中密度居住】 

市街化区域の郊外住宅地等に，低層の戸建住宅を主体にゆとりある良
好な住宅地としての居住地を維持（目標：概ね 40 人/ha 以上） 

 （１）超長期を見据え都市全体を見渡した都市づくりの推進 
   「形成ビジョン」で見通した 2050 年を見据え都市機能等の適正

な立地誘導を推進。また，都市全体を見渡し郊外部を含めた拠点形
成などに一体的に取り組む 

 
（２）土地利用と交通が一体となった都市づくりの推進 
   「立地適正化計画」等による居住や都市機能の誘導と交通戦略との

連携により，土地利用と交通が一体となった都市づくりを推進 
 

（３）都市の生活を支える機能の維持・確保 
   各拠点に地域特性に応じた機能を誘導・集積し，拠点相互に役割を

補完しながら，市全体として都市の生活に必要な機能を維持・確保 
 

（４）生活の利便性が高い場所への緩やかな居住誘導 
   ライフスタイルに応じた居住選択による住み替えなどを通し，高い

利便性が得られる場所等に時間をかけて緩やかに居住を誘導 

（１）市民の生活利便性の持続的な確保 

（２）都市の活力や地域コミュニティの維持・向上 

（３）誰もが移動しやすい交通環境の確保 

（４）自然環境と調和した郊外部地域の活力の維持・向上 

（５）持続可能で効率性の高い都市経営 

多様な暮らし方やライフスタイルを尊重しながら，メリハリ 

ある居住地を維持・形成 

４ 居住地形成の方向性             （Ｐ３２） 

■ 計画の構成と対象範囲のイメージ  

５ 都市づくりの基本的な方向         （Ｐ３４） 

平成28年2月26日 第61回都市計画審議会資料 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第２章 都市機能誘導に関する事項（誘導区域等はH28に設定） 
 

（１）都市機能誘導区域について 
都市機能を各拠点に誘導・集約し，機能の効率的で持

続的な確保を図る区域。居住も誘導 
 
（２）誘導区域設定の考え方 

将来都市構造を踏まえた拠点などに徒歩や自転車等で
容易に移動できる範囲を基本に設定 

 
（３）誘導区域の配置 

「立地適正化計画」における誘導区域の設定の対象と
なる市街化区域において，「形成ビジョン」で位置付けた
『都市拠点』及び『都市拠点圏域』と『地域拠点』を基本に，

鉄道駅や LRT 停留場（トランジット機能を備えた場所）の

周辺を含めた形で配置 
 
（４）誘導区域の範囲 
   地域の成り立ちや都市計画・まちづくりの観点を考慮

し地形地物等で設定 

（１）基本的な考え方 
都市機能を誘導する区域と誘導施設，誘導施策を定め事

前に示すことにより，事業者が施設立地に取り組みやすい
環境を整備し，各拠点において地域特性に応じた機能を維
持・確保 

 
（２）誘導方針 
   地域特性に応じた機能の誘導・集積とともに，拠点相互に

役割を補完しながら市民生活に必要な機能を充足 
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1 都市機能誘導の方針        （Ｐ４１） 

２ 都市機能誘導区域         （Ｐ４２） 

（１）誘導施設について 
都市機能誘導区域内に立地を誘導すべき施設。誘導区域

ごとに必要な施設を定める 
 
（２）誘導施設の考え方 

地域特性や都市機能の状況・まちづくりへの効果などを
勘案し具体の施設を検討 

【都市拠点】高次な都市機能を中心に誘導 
【地域拠点】日常生活に必要な基礎的な生活利便機能を誘導 
 
※誘導施設に係る機能の候補（例） 

医療機能，社会福祉機能，子育て支援機能，教育機能， 

金融・業務機能，商業機能，公共機能(行政関係) など 

３ 誘導施設             （Ｐ４６） 

４ 都市機能に関する誘導施策      （Ｐ４８） 

（１）誘導施策の考え方 

交通利便性の向上や施設用地の確保などの課題に対応し

た取組に加え，事業者へのインセンティブにより，施設立地

が促進されるよう誘導施策を行う。 

第３章 居住誘導に関する事項（誘導区域等は H30 までに設定） 

1 居住誘導の方針           （Ｐ４９） 

２ 居住誘導区域           （Ｐ５０） 

第３章 誘導施設 

３ 居住に関する誘導施策       （Ｐ５３） 

（１）誘導施策の考え方 

居住誘導区域への居住が促進されるよう，身近な拠点への都

市機能の維持・確保や交通利便性の向上などの誘導施策を行う。

（１）基本的な考え方 

居住を誘導する区域と誘導施策を定め事前に示すことによ

り，住み替えなどの機会に合わせ拠点等への居住が促されるよ

うな環境を整備し，地域特性に応じた機能や公共交通サービ

ス，地域コミュニティを維持・確保 
 
（２）誘導方針 

   拠点や，拠点とのアクセス性が高い公共交通沿線などに都市

基盤等の既存ストックの活用を図りながら居住を誘導 

（１）居住誘導区域について 

人口減少の中でも一定の人口密度を維持し，都市機能や地

域コミュニティの持続的確保のため，居住を誘導する区域 
 
（２）誘導区域設定の考え方 

将来の人口・構造や都市構造を踏まえ，拠点や拠点へのア

クセス性が高い公共交通の徒歩圏などに設定。災害リスクな

どを考慮 
 
（３）誘導区域の場所と範囲 

「立地適正化計画」における誘導区域の設定の対象となる

市街化区域において，「形成ビジョン」で位置付けた居住誘導

エリアを基本に検討 

拠点に加えて公共交通沿線や既に一定の都市基盤が整備さ

れている場所などにおいて設定を検討 

 
※区域設定を検討する場所 

【拠点】都市機能誘導区域を含むエリア 

【公共交通沿線】軸となる公共交通（鉄軌道，運行頻度の高い 

バス路線〔1 日往復 60 本以上〕）の利用圏域

→鉄道駅・LRT 停留場から概ね半径 500ｍ（徒歩 10 分圏），

バス停から概ね半径 250ｍ（徒歩 5 分圏）のエリア 

【一定の都市基盤が整備されている場所】 

土地区画整理事業や大規模住宅団地開発等の一定の都市基 

盤整備エリア  

第４章 計画の推進に関する事項       （Ｐ５４） 

 
１ 計画の評価 

「形成ビジョン」や「宇都宮市 まち・ひと・しごと創生総

合戦略」に位置付けた評価指標を参考に，『ネットワーク型コ

ンパクトシティ』に向けた都市形成の動きや施策の進捗状況を

総合的かつ定量的に評価できる指標を検討 

また，指標をもとに概ね５年ごとに計画の評価を行い，計画

の進行管理や必要に応じて計画を見直し 

２ 推進体制 

『ネットワーク型コンパクトシティ』の形成が円滑に進め

られるよう，公共交通や公共施設再編，医療・福祉などの関

連施策との連携体制を検討 

特に，都市機能等の誘導と車の両輪である公共交通は，計

画改定等において連携・整合を図るなど一体的に施策推進 

また，計画の評価を行う中で，都市機能等の誘導状況や人

口動態等を把握し，「都市計画審議会」等から意見をいただき

ながら，既存支援策の見直しや新たな支援策の追加等を検討 

（参考）「形成ビジョン」における都市形成のイメージ

 


